
水道水の水質及び施設・設備に関する

学校環境衛生



・学校環境衛生のギモン解決レシピ
一般社団法人東京都学校薬剤師会

・学校環境衛生管理マニュアル
公益財団法人 日本学校保健会

・「学校環境衛生基準」解説
日本薬剤師会

今回は下記の本を資料として活用しています。
＝諫早薬剤師会学校薬剤師会で購入し貸し出しています＝
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水道でない飲料水供給施設もある！
（諫早市市内では考えられないが）



学校薬剤師の役割は？

◎学校環境衛生検査への従事

◎環境衛生の維持及び改善に
関する指導及び助言







学校環境衛生活動 と関連法令



水道からの飲料水は、清浄で安全な水が水道事業者から供給 されてい る
敷地内給水設備は学校の責任において管理 しなければならない



貯水槽 (受水槽)方式



給水栓水 は、遊離残 留塩素 が0.l mg/L以 上保持 さ れていること。
【留意点】
●点検は、給水系統の末端の給水栓で行い、複数の高置水槽がある場合は、その
系統 ごとに行う。 なお、直結給水 も行 う。

 ●単合水系統の末端水における遊離残留塩素が基準値を満た しているか、 日常点
検表を基に異常が ないこと。 
●夏期、冬期休業等で長期間使用 しなかった場合には、特に多めに放水 した後、
遊離残留塩素の 測定及び色、濁 り、臭い、味を点検する。
長期休業中や休日明けは、飲料水の使用量が少なくなることから、貯水槽の水の

回転数が減 少 し、遊離残留塩素濃度が低下するおそれがあるので注意を要する。
 ●遊離残留塩素の測定あるいは外観等を点検するには、 3分間以上の放水の後にも
点検する必要がある。
これは給水管内の滞留水 を放出するためである。冷水器等飲料水を貯留する給水
器具について も、同様の点検 を実施す る。なお、給水栓で遊離残留塩素が検出さ
れない場合 は、 5 ～10分 間程度水 を流 して、給水管の中のたま り水 を捨ててか 
ら再び測定する。



給水栓において遊離残留塩素が検出されません。
どうしたらよい ですか。

簡易専用水道等の場合、受水槽に流入する時点で遊離残留塩素が確保されてい
ても、水槽に貯留 している間、遊離遊離塩素は次第に減少 します。
水槽の容量が過大で滞留時間が 長すぎる場合や連体等で長時間使用されな

かった場合には、遊離残留塩素が消費されて しまいます。 したがつて、5分～
10分程度水を流 して、給水管のたまり水を捨ててから再び測定してください。
それでも基準値以上検出されない場合は、高置水槽、受水槽から直接採水す

る等、給水経路をさかのぼって遊離残留塩素濃度を追跡 し、何らかの汚染が生 
じていないか点検 してください。また、受水 槽までは遊離残留塩素が検出され
るのに、その後消失 している場合は、採水日時、天候、採水地点 と遊離残留塩
素濃度を記録 し、校長に速やかに報告 します。また、学校薬剤師の指導助言を
仰ぎ、設 置者にも連絡 して対処 してください。

学校環境衛生のギモン解決レシピ
一般社団法人東京都学校薬剤師会


